
 

 

京都市告示第  号 

 京都市消防関係手数料条例第７条の規定による手数料の免除について，次の

ように定めます。 

  令和２年４月３０日 

                       京都市長 門川 大作 

１ 市長は，新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため消毒用アルコールを

増産し，又は新たに製造しようとする事業者から，消防法第１０条第１項た

だし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し，又は取り扱う場

合の承認の申請を受けたときは，京都市消防関係手数料条例第７条の規定に

より，当該同一の申請に対する２回目以降の審査に係る手数料を免除するこ

とができる。 

２ 前項の規定により手数料の免除を受けようとする者は，危険物仮貯蔵・仮

取扱手数料免除申請書兼承認書（別記様式）に手数料の免除を申請する理由

を付して，市長に提出しなければならない。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，令和２年５月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この告示は，令和２年４月２３日以降の申請について適用する。 

 （消防局予防部指導課） 
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別記様式 

 

危険物     手数料免除申請書兼承認書 

 

（宛先） 京 都 市 長        年     月    日  

申請者の住所（法人にあっては，主たる

事務所の所在地）  
申請者の氏名（法人にあっては，名称及び代

表者名。記名押印又は署名）  
 
                  ㊞ 

      電話     －  
 

 京都市消防関係手数料条例第７条の規定により，新型コロナウイルス感染症の拡大

防止に係る消毒用アルコールの増産等の対応における危険物仮貯蔵・仮取扱いに関す

る手数料の免除を申請します。  

初回の仮貯蔵又は仮取扱い

承認年月日及び承認番号  承認回数  回目  

本申請における仮貯蔵又

は 仮 取 扱 い 実 施 期 間   

仮 貯 蔵 又 は 仮 取 扱 い  
を す る 場 所   

免 除 の 理 由   

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 ※ 手 数 料 欄 

 

承認年月日  
 
承 認 番 号 
 

□免除  
□非免除  
□その他（   ） 

注 ※の欄は記入しないでください。  

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る消毒用アルコールの増産等の対応であるこ

とを確認したため， 回目の危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書に係る手数料を免除します。 

 

（宛先） 

 

令和  年  月  日 

京都市  消防署長 印 

仮貯蔵 
 

仮取扱 

（消防局予防部指導課）


